
【第２部】

社会教育における同和教育



同和問題に関する基本的認識

同和問題とは

同和問題（部落差別）は，日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別
により，一部の人々が，長い間，経済的，社会的，文化的に厳しい環境を強い
られ，今なお日常生活で様々な差別を受けている，我が国固有の人権問題で
あり，日本国憲法によって保障される基本的人権を侵害する重大な社会問題
です。
被差別部落（同和地区）に生まれたことで，不当に社会的不利益を受け，不

平等を強いられ，人間としての尊厳を傷つけられるなどの差別を受けている
現実が今でもあります。部落差別は，被差別部落（同和地区）があるから存在
しているのではありません。部落差別をする私（たち）がいるから，被差別部
落（同和地区）が存在しているのです。
まずは，大人一人一人が同和問題を正しく理解し，子どもたちにも正しく伝

えていくことが大切です。

同和問題の基本認識

○ 同和問題は，人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する
問題である。

○ 同和問題は，日本国憲法によって保障された基本的人権に関わ
る課題である。

○ 同和問題を未解決に放置することは断じて許されないことであり，
その早急な解決こそ国の責務であり，同時に国民的課題である。

【「同和対策審議会答申」前文より】

部落差別解消の推進に関する法律 （平成28年12月16日施行）

第１条
（目的）

部落差別が存在する現状
情報化による部落差別に関する状況の変化
部落差別は許されず，解消することが重要な課題

第２条
（基本理念）

国民の理解を深めるよう努め，部落差別のない社会の実現

第３条 国及び地方公共団体の責務

第４条 相談体制の充実

第５条 部落差別を解消するための教育及び啓発

第６条 国は，地方公共団体の協力を得て，部落差別の実態に係る調査を行うこと
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社会教育における同和教育の必要性

「同和問題（部落差別）」を初めて聞いたり知ったりしたきっかけについて，60歳代までは，「学校
の授業で教わった」割合が高い。次いで，18歳～19歳の年代を除き「家族から聞いた」割合が高い。
「テレビ，ラジオ，新聞，本，インターネットなどで知った」割合は，18歳～19歳の年代で最も高く，家
族や親戚，近所の人など，周りの人から聞いたとの回答も一定数あった。

＜令和５年度人権についての県民意識調査から＞

「同和問題（部落差別）」を初めて聞いたり，知ったりしたきっかけについては，
「家族（祖父母，父母など）から聞いた」が，20歳代以上の年代で高いことを考える
と，保護者はもちろん祖父母や社会人，地域社会を対象とした社会教育における
啓発の重要性が求められています。
また， 「学校の授業で教わった」という割合が高い18歳～19歳から40歳代にお

いても，同和問題を正しく認識し理解を深めるためには，繰り返し学ぶ必要があり
ます。

同和問題に係る偏見や差別をなくし，未来を担う子どもたちと
ともに，人権尊重の精神にみなぎる社会づくりを進めましょう！

あなたが，「同和問題（部落差別）」について，初めて聞いたり
知ったりしたきっかけは何ですか。
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最近でも，現実に次のような差別事象がおきています。

地域では  飛び出し注意の看板やロードミラーなどに，被差別身分名を
使った差別落書きがされていた。

 電話のやりとりの中で，住んでいる地区と名前を聞かれたので
答えたところ，出自についての誹謗中傷を受けた。

 市町村役場の住民登録窓口に来た転入希望者から，「被差別
部落がどこにあるか教えてほしい」との身元調査に関わる問合
せがあった。

 相手方の部落差別意識が原因で，結婚を反対された。

学校では  友人から「お母さんから『あの人たちと遊んではいけない。』と
言われたので遊べない。」と言われた。

 学校で友達を侮辱する目的で，被差別身分名を表す賤称呼称
を使った。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上では  インターネットの掲示板等に，特定の地域への差別を助長する
悪質な書き込みがあった。

そっとしておいても差別はなくなりません。
実は，同和問題を知るきっかけとして，依然として「子どもの頃に家族から聞いた」という人

が多いのが現状です。

何が差別になるのかを，きちんと知らないままでは，その子どもが大人になった時に，また
差別を繰り返してしまうことになります。

まずは，大人一人一人が正しく理解し，子どもたちにも伝えていくこと
が大切です。

用語の使用について

 「同和」という用語について

・ 古くからある「同胞融和」あるいは「同胞一和」，「同胞諧和」という用語から

生まれたもので，その意味は，家柄，門地，血筋あるいは社会的身分の別なく，国

民は等しく慈しみ合わなければならないという発想に基づくものと言われています。

・「今日は同和の会（人権同和の会）に参加した。」などと省略した用語を使う場面

に出合いますが，「同和」で区切って，単独で用いられる用語は，極めて差別的な

意味合いで使われてきた歴史的経緯があります。使用するに当たっては正しく「今

日は，人権同和問題の研修会に参加した。」 などのように，意味を理解した上で，

省略形でない用語で使用することが大切です。
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江戸時代の身分制度について
こんな風に教わりませんでしたか？

かつては，近世特有の身分制社会とその支配・上下関

係を表す用語として「士農工商」という表現が定説のよ

うに使われ，左の図のようなピラミッド型で説明されて

ましたので，記憶に残っている方も多いと思います。

しかし，部落史研究を含む近世史研究の発展・深化に

つれて，単純に「士農工商」というとらえ方では説明が

できないこと，「農」と「工商」との身分の上下関係がな

かったこと，被差別身分の人々は，社会から排除され，

差別されていましたが，社会の最下層に置かれていたわ

けではないことなどが分かってきました。

そこで，教科書記述も修正が加えられ，

今の子どもたちは，このように教わっています。

◆「農工商」から「百姓・町人」へ

「百姓」とは，もともとは「一般

の人々」という意味でした。やが

て，在地領主として武士が登場す

ると，しだいに年貢などを納める

人々を指すようになり，近世には

武士身分と百姓身分が明確に区別

されるようになりました。

「百姓」は，農村，山村，漁村な

どの村に住む人々，「町人」とは町

に住む人々と，住む場所による身分呼称のとらえ方に変わってきています。百姓身分には，

漁業や林業に従事する人々もおり，百姓＝農民ということではありません。

◆「百姓や町人とは別に厳しく差別されてきた身分の人々」

近世社会は，世襲により身分をもって生まれてくる身分社会でした。

小学校の教科書では，「百姓や町人とは別に厳しく差別されてきた身分の人々」と表現して

います。

中学校・高等学校では，地域によっては別の呼称もあるものの，当時最も広範囲にあった

身分呼称を表記しています。

また，「これらの人々は，厳しい差別の中でも，農業や手工業を営み，芸能で人々を楽しま

せ，また治安などを担って社会を支えました。」とあります。人々の「生産・労働」，「芸能・

文化」に焦点を当てた記述になっており，どのような努力や工夫を重ねて生き抜いてきたの

かなど，その生き方に学ぶ学習を展開しています。

同和問題についての学習資料
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同和問題（部落差別）は，いつ頃どのようにして起こり，
現在につながっているのでしょうか。

◆ 同和問題につながる差別の起源は，中世期（鎌倉から室町時代）まで遡ります。
中世（鎌倉から室町時代）の頃の人々は，死や出産・病気などを「ケガレ」として畏れて

いました。そのため葬送や死んだ牛馬などの動物の死体処理などを担い「キヨメ」る人々に

対して，敬いの心とともに魔術的な力への畏敬の念をもっていました。

しかし，一方でその仕事を担う人々も特別な力をもつ「ケガレ」に触れる存在として，次

第に社会から疎外されるようになりました。

すでに，この時代の人々の中には，死や出産・病気に対しての「ケガレ観」や特定の職能

をもつ人々に対する「畏怖の念」などと結び付いた世俗的差別が存在していたと考えられて

います。

◆ 戦国時代から江戸時代になると，身分制が制度化・固定化され，差別が強められました。
戦国時代に入り，戦いに必要な多くの武具，馬具などの需要が増えたことに伴い，革製品

などの仕事を生業としていた人々は大切な存在でした。

その後，戦国時代から江戸時代の中頃にかけて，武士を中心とした支配体制を維持するた

めの身分制度が完成していくのに伴って，幕藩体制の下で，こうした人々に対する差別が様

様な法令を通して制度化され，固定化されていったと考えられています。また，この時代，

百姓や町人とは別に身分上厳しく差別されてきた人々は，全国各地で様々な名称で呼ばれ，

清掃や皮革，警察，刑吏，慶祝の舞や芸能，葬送など，多岐にわたるそれぞれの役割を担い，

社会を支えていました。

江戸時代の後期になると，飢饉や百姓一揆など幕藩体制を揺るがす出来事が多発するよう

になり，幕府や藩は，こうした社会を立て直すために身分の決まりを更に厳しくしていきま

した。

◆ 明治時代に解放令（太政官布告）が出され，差別は解消されたのでは？
明治時代になると，新政府は天皇の下に国民を一つに

まとめようと，皇族以外は全て平等であるとし，公家と

大名を華族，武士を士族，百姓や町民を平民と改めまし

た。また，平民が名字を名乗ることを許し，異なる身分

どうしの結婚や，職業選択，居住などの自由も認めまし

た。

明治４（1871）年には，被差別身分の人々に関して，

呼び名を廃止し，身分や職業も平民と同じとする布告（い

わゆる「解放令」または「賤称廃止令」）が出されました。

しかし，被差別身分の人々は，それまで認められていた

職業上の権利を失うなど，生活が苦しくなるとともに，

実際には，この後も，職業，結婚，住む場所などの面で

社会的な差別が根強く残りました。

一方では，「解放令」をよりどころにしながら，山林や

用水の利用や，祭礼への参加などの権利を要求するなど，

差別からの解放と生活の向上を求める動きが各地で起こりました。

穢
多
非
人
等
の
称

廃
せ
ら
れ
候
条

自
今

身
分
職
業
共

平
民
同
様
た
る
べ
き
事

穢
多
非
人
等
の
称

廃
せ
ら
れ
候
条

一
般

民
籍
に
編
入
し

身
分
職
業
共
す
べ
て

同
一
に
相
成
り
候
様

取
扱
う
べ
く

尤
も
地
租

そ
の
外

除
蠲
の
し
き
た
り
も

こ
れ
有
り
候
は
ば

※

引
き
直
し
方
見
込
み
取
り
調
べ

大
蔵
省
へ
伺
い

出
る
べ
き
事

※
除
蠲
（
じ
ょ
け
ん
）：
課
税
し
な
い
こ
と

【1871年「太政官布告第61号」】
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被差別部落の人たちは，差別解消に向けて
どのような行動を起こしたのでしょうか。

明治に入って身分制度が改められてからも，就職や結婚などで差別され苦しめられてきた

被差別身分の人々は，政府にたよらず，自力で人間としての平等を勝ち取り差別からの解放

を目指す運動（部落解放運動）を進めました。

大正11（1922）年には京都で全国水平社創立大会が開催され，運動は全国に広がっていき

ました。

下の「宣言」は，京都の岡崎公会堂で開催された全国水平社創立大会において宣言された

もので，日本における最初の人権宣言「水平社宣言」と呼ばれています。

※ この宣言の中には「特殊部落」「エタ」という言葉がありますが，この言葉は，当初から差別用語であり，

本来は使われるべき用語ではありません。水平社創立大会における宣言においては，被差別の立場の人々が，

部落解放・人間解放という高い理想を掲げて運動を進めるということを宣言する意味合いにおいて，あえて

使っているということと，この言葉に込められた深い思いや願いを理解することが大切です。
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同和問題（部落差別）の解決に向けて，
どのような法令等が制定され，推進されてきたのでしょうか。

◆ 同和問題の解決に向けた主な法令等
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